
個人情報保護管理規程 

 

（目的） 

第１条 本規程は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年５月３０日・法律第５７

号。以下「法」という。）及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律」（平成２５年５月３１日・法律第２７号。以下「番号法」という。）、

「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」（平

成２９年４月１４日保発０４１４第１８号厚生労働省保険局長通知。以下「ガイダン

ス」という。）、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」（以

下「特定個人情報ガイドライン」という。）、「健康保険組合における個人情報保護の徹

底について」（平成１４年１２月２５日保保発第１２２５００１号厚生労働省保険局保

険課長通知。以下「保険課長通知」という。）に基づき、個人情報保護の重要性にかん

がみ、大和ハウス工業健康保険組合（以下「組合」という。）における被保険者及びそ

の被扶養者（以下「被保険者等」という。）等、組合が保有する個人情報の漏えい・滅

失又はき損等（以下「漏えい等」という。）を防止し、個人情報保護の徹底を図ること

を目的とする。 

 

（個人情報の定義） 

第２条 本規程による個人情報とは、法第２条第１項に定める特定の個人を識別すること

ができるものをいい、紙に記載されたものであるか、写真・映像や音声であるか、電

子計算機・光学式情報処理装置等のシステムにより処理されているかは問わない。ま

た、この組合における個人情報は原則として別表１に掲げるものとする。 

２ 本規程による特定個人情報とは、番号法第２条第８項に定める個人番号をその内容に

含む個人情報をいう。 

３ 死者に関する情報は、法の対象外であるが、ガイドラインに基づき、死者に関する情

報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する

個人に関する情報となる。 

４ 前項にかかわらず、個人番号を含む死者に関する情報は生存する者に関する情報と同

様に取扱うものとする。 

 

（個人情報の利用目的の特定と公表等） 



第３条 個人情報を取り扱うに当たって、その利用目的を別表２においてできる限り特定

し、被保険者等本人にわかりやすい形で通知し、またはホームページ、組合・事業所

掲示板への掲示、広報紙等で公表する。また、新たに個人情報を取得した場合は、あ

らかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を被保険

者等本人に通知し、または前記手段等を用いて公表する。 

２ 組合は、あらかじめ本人の同意なく別表２により定める利用目的の達成に必要な範囲

を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。ただし、利用目的と相当の関連性を有

すると合理的に認められる場合は、本人に対し通知又は公表することにより変更でき

るものとする。 

３ 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しないものとする。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難

であるとき 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

４ 第１項の場合において、特定個人情報の利用目的は、番号法第 9条に定める利用範囲

において特定しなければならない。 

５ 第２項、第３項にかかわらず、特定個人情報については本人の同意有無にかかわらず、

番号法第９条に定める範囲において特定した利用目的を超えて、取扱ってはならない。 

 

（個人情報の第三者への提供の制限） 

第４条 法第２３条に定める第三者提供の除外事項等を除き、あらかじめ被保険者等本人

の同意を得ないで、個人情報を提供してはならない。ただし、当該個人情報が特定個

人情報である場合、本人の同意有無にかかわらず、番号法第１９条に定める場合を除

き、提供してはならない。 

 

（個人情報の適正な取得及び正確性の確保） 

第５条 偽りその他の不正の手段により個人情報を取得してはならない。また、利用目的

の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなけ

ればならない。 



２ 特定個人情報については、番号法第１９条に定める場合を除き、収集又は保管しては

ならない。また、本人又は代理人から個人番号の提供を受けるときは、番号法第１６

条に定める本人確認の措置をとらなくてはならない。 

３ 法第１７条第２項各号に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配

慮個人情報を取得してはならない。 

 

（管理組織） 

第６条 個人情報保護に関する管理組織として、個人情報取扱責任者及び個人情報保護管

理担当者を設置するものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、管理組織について必要な事項は、理事会において別に定め

る。 

 

（個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者の責務等） 

第７条 個人情報取扱責任者は、常務理事が就任するものとし、個人情報保護の徹底が図

られるよう、各種安全対策の実施、組合の役職員等に対する教育訓練、外部委託業者

の監督、個人情報に関する開示請求や苦情処理等を適切に行うなど個人情報保護に関

して必要な措置の全般を管理し、理事長など役員とともに、その責任を負うものとす

る。 

２ 個人情報保護管理担当者は、事務長が就任するものとし、個人情報取扱責任者の指揮

のもと、前項に定める個人情報保護に関する必要な措置を実行するものとする。 

 

（守秘義務） 

第８条 役職員及び組合会議員は、被保険者等の個人情報の漏えい等をしてはならない。

その職務を退いた後においても同様とする。 

 

（個人情報の管理） 

第９条 被保険者等の個人情報が記載された文書等（帳票、電子データ等全ての記録様式

を含む。以下同じ。）の保管場所については常時施錠し、その鍵の管理は、個人情報取

扱責任者が行う。ものとする。また、個人情報取扱責任者は第７条に定める安全対策

として、個人情報が記載、記録された文書等について整理及び保管状況を把握すると

ともに、電子計算機及び番号法第 2条第 1項第 14号に定める情報提供ネットワークシ

ステムへの接続環境の管理を適正に実施するものとする。 



２ 前項に定めるもののほか、被保険者等の個人情報への不当なアクセス並びに故意又は

過失による虚偽入力、書換え及び消去を防止するため必要な事項に関しては、理事会

において別に定める。 

 

（死者に関する情報の管理） 

第１０条 組合が死者に関する情報を保存している場合には、組合は漏えい等の防止のた

め、個人情報と同等の安全管理措置を講じる。 

 

（個人情報の廃棄及び消去） 

第１１条 被保険者等の個人情報が記載された文書等の廃棄を行う場合は、個人情報取扱

責任者の指示に従い、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。 

２ 電子計算機及び光学式情報処理装置の廃棄又は転売・譲渡等（リースの場合は返却）

を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従い、ハードディスク内のデータを復元

不可能な状態にしなければならない。 

３ 特定個人情報については、必要でなくなった場合かつ所管法令で定める保存期間を経

過した場合、前二項に定める方法により、可及的速やかに廃棄又は消去しなければな

らない。 

４ 前三項に定めるもののほか、個人情報の廃棄及び消去のため必要な事項に関しては、

理事会において別に定める。 

 

（教育訓練） 

第１２条 個人情報取扱責任者は、役職員の採用及び組合会議員の就任に当たり、個人情

報保護の重要性等について理解し遵守の徹底が図られるよう必要な研修、教育を実施

するほか、随時、役職員及び組合会議員に対し、個人情報保護に関して必要な研修、

教育を実施する。 

２ 前項に定める研修、教育を実施した場合、個人情報取扱責任者または個人情報保護管

理担当者は、実施時期、場所、対象者及び内容を記録し保存するものとする。 

 

（委託先の監督） 

第１３条 組合の被保険者等の個人情報に関する業務を委託した場合には、委託業務に用

いる個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対し、必要かつ適切な監督を行わ

なければならない。 



 

（外部委託） 

第１４条 個人情報及び特定個人情報に関する処理は、次の各号に掲げる事項を契約書上

に明記することを了承した業者に限り、外部委託することができる。 

(1)法令、関連通知及びガイドライン（当該個人情報が特定個人情報である場合には、特定

個人情報ガイドラインを追加する）を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと。ま

た、契約期間終了後においても同様であること。 

(2)被保険者等の個人情報を、組合の事業目的以外に利用しないこと。 

(3)被保険者等の個人情報の漏えい等が生じた場合には、契約を解除すること。 

(4)被保険者等の個人情報の漏えい等により損害が生じた場合には、損害賠償を行うこと。 

(5)組合の個人情報取扱責任者は、随時、委託契約に関する調査を行い、説明を求め及び報

告を徴することができること。 

(6)個人情報取扱責任者から問題が指摘された場合には、速やかに必要な措置を行うこと。 

(7)組合との直接の契約関係を伴わない再委託を行わないこと。 

 

（保有個人データの開示） 

第１５条 組合が保有する診療報酬明細書、調剤報酬明細書、及び訪問看護療養費明細書

（老人医療に係るものを除く。以下「レセプト」という。）の開示に当たっては、「診

療報酬明細書等の被保険者等への開示について」（平成１７年３月３１日保発第０３３

１００９号厚生労働省保険局保険局長通知）に基づき取扱い、レセプト開示に係る具

体的取扱いについては、組合の「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」に則り処

理を行う。 

２ 組合のレセプト以外の保有個人データの開示に当たっては、組合の「保有個人データ

（診療報酬明細書等を除く）の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理

を行う。 

 

（開示手数料） 

第１６条 開示の求めに対しては手数料は請求をしない。 

 

（保有個人データの訂正及び利用停止等） 

第１７条 被保険者等本人から、個人データの内容が事実でないという理由によってデー

タの内容の訂正、追加又は削除（以下「訂正等」という。）を求められた場合、若しく



は個人データが、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱われる、偽りそ

の他不正の手段により取得される、また特定個人情報が番号法において限定的に明記

された場合に違反して違法に第三者に提供されるなどの理由によって、データの利用

の停止又は消去（以下「利用停止等」という。）を求められた場合、組合の「保有個人

データ（診療報酬明細書等を除く）の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則

り処理を行う。 

 

（個人情報相談窓口の設置） 

第１８条 個人情報の取扱いに関する相談や苦情の適切な処理を行うため、組合に個人情

報相談窓口を設置する。 

２ 被保険者等から苦情等の申し出があった場合は、苦情等の内容を調査、確認のうえ個

人情報取扱責任者に報告しなければならない。 

 

（監査） 

第１９条 監事は、個人情報保護の徹底に関して、監査を毎年 1回実施する。 

２ 前項の監査により、監事から問題点の指摘等があった場合には、個人情報取扱責任者

は、速やかに必要な措置を講じなければならない。 

 

（損害賠償） 

第２０条 故意、過失による個人情報の漏えい等により、損害を及ぼした者は賠償の責を

負う。 

 

（懲戒） 

第２１条 職員が、本規程並びに関連規程に違反した場合は、服務規程等（就業規則）に

基づき、懲戒する。 

 

附  則 この規程は、平成 28年 4月 1日より施行する。 

 

 

 

 

 



 別表１ 健康保険組合等が保有する個人情報の例 

個人情報の種類 個人情報の内容 

被
保
険
者 

被保険者適用情報 
記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日、標準

報酬月額、報酬実績、被扶養者の有無 

任意継続被保険者適用

情報 

記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日、資格

喪失時の標準報酬月額、被扶養者の有無 

被保険者レセプト情報 

本人・家族区分、診療区分、保険者番号、記号・番号、給付割合、診

療年月、府県コード、医療機関コード、氏名、性別、生年月日、特記事

項、職務上の事由、医療機関の所在地および名称、診療科、傷病名、

診療開始日、転帰、診療実日数、決定点数、公費点数、一部負担金

額、患者負担金額、外来負担金額、入院負担金額、高額療養費金

額、薬剤負担金額、薬剤負担金額公費分、食事療養日数、食事療養

日数公費分、食事療養決定額、食事療養決定額公費分、食事療養

標準負担額、食事療養標準負担額公費分、診療内容、画像（レセプト

画像） 

被保険者健康診断情報 

記号・番号、被保険者・被扶養者・事業所担当者氏名および住所、生

年月日、電話番号、事業所名、事業所社員コード、受診費用、健診別

結果値、特定健診質問票、判定医師名、健診未実施項目、健診種目

名、健診受診日、健診機関名、健診機関所在地、画像（レントゲン写

真）、相談・指導内容、所見、保健師・看護師名、緊急薬・常備薬購入

記録、疾病既往歴、家族既往歴 

被保険者現金給付情報 

記号・番号、氏名、生年月日、住所、電話番号、振込口座、受診医療

機関名、受診年月、傷病名、給与所得、基礎年金番号、年金額、医

療費、装具装着日、装具購入費用、前年度所得（非課税者のみ）、移

送費用、証明先医療機関名、労務不能期間、労務不能期間に受けた

給与、労務不能期間の出勤状況、出産（予定）日、出生児数、出生児

名、続柄、死亡年月日、死亡原因（病名）、除籍謄本記載内容、埋葬

に要した費用（埋葬料のみ）、請求者住所・電話番号・振込口座 

被保険者柔道整復情報 

記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、柔道整復師登録

番号、画像（申請書画像）、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復

師の振込先口座 



 

 

上記のうち、適用及び現金給付情報において個人番号が付された情報については、 

特定個人情報として取扱うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被
扶
養
者 

被扶養者適用情報 
氏名、生年月日、性別、被保険者との続柄、職業（学校名）、月平均

収入額、同居別居の別 

被扶養者レセプト情報 被保険者レセプト情報と同じ 

被扶養者健康診断情報 被保険者健康診断情報と同じ 

被扶養者現金給付情報 

氏名、生年月日、被保険者との続柄、振込口座、受診医療機関名、

受診年月、傷病名、前年度所得（非課税者のみ）、医療費、装具装着

日、装具購入費用、出産（予定）日、出生児数、出生児名、続柄、死

亡年月日、死亡原因（病名）、除籍謄本記載内容 

被扶養者柔道整復情報 

記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、柔道整復師登録

番号、画像（申請書画像）、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復

師の振込先口座、被扶養者氏名・生年月日、被保険者との続柄 



別表２ 健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的 

 

1．被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的 

【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】 

・保険給付及び付加給付の実施 

【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 

・高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払い 

・海外療養費にかかる翻訳のための外部委託 

・第三者行為に係る損保会社等への求償 

・健保連の高額医療給付の共同事業 

２．保険料の徴収等に必要な利用目的 

【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】 

・被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握 

・健康保険料の徴収 

・被扶養者の認定 

・健康保険被保険者証の発行 

【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 

・被保険者等資格等のデータ処理の外部委託 

３．保健事業に必要な利用目的 

【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】 

・健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談 

・健康増進施設（保養所等）の運営 

【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 

・保健指導、健康相談に係る産業医への委託 

・医療機関への健診の委託 

・健康増進施設（保養所等）の運営の委託 

・健診結果の事業者への提供 

・被保険者等への医療費通知 

４．診療報酬の審査・支払に必要な利用目的 

【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】 

・診療報酬明細書（レセプト）等の内容点検・審査 

【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 

・レセプトデータの内容点検・審査の委託 

・レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託 

５．健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的 

【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】 



・医療費分析・疾病分析 

【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 

・医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託 

６．その他 

【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】 

・健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料 

【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 

・第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等 

７．特定個人情報 

  番号法第 19条第 7 号において定められた他の医療保険者又は行政機関（以下「他機関」 

という。）との情報連携における利用目的 

 【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】 

  ・傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等 

  ・高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報 

  ・被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報 

  ・被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等 

 【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】 

  ・高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険 

給付関連情報 

  ・資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、 

被扶養者資格関連情報 

 



（令和４年３月更新版） 

 

 

Confidential 

（様式第 1号） 

 

注： 

１．本様式は紙、データ様式のいずれかとする。 

２．③の記載においては、氏名、名称又は当該者を特定するに足りる事項を記載するものとする。 

３．本様式に記録した事項は①の年月日から起算して 3年間保存するものとする。 

①提供年月日 

②提供した第三者 
③個人情報により

識別される本人 
④個人情報の項目 ⑤本人同意の有無 

氏名又は名称 住所 
代表者氏名 

（法人のみ） 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



（令和４年３月更新版） 

 

 

Confidential 

（様式第 2号） 

注： 

１．本様式は紙、データ様式のいずれかとする。 

２．④の記載においては、氏名、名称又は当該者を特定するに足りる事項を記載するものとする。 

３．本様式に記録した事項は①の年月日から起算して 3年間保存するものとする。 

①提供を受けた

年月日 

②提供を受けた者 

③データ取得の経緯 
④個人情報により識別

される本人 

⑤個人情報の

項目 

⑥本人同意の

有無 
氏名又は名称 住所 

代表者氏名 

（法人のみ） 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


